
 

 

 

 

  

 

 

 

 

宮城一般労働組合憲法行事 

講演会『憲法２５条と最低賃金』 
－健康で文化的な最定限度の生活が営める最低賃金とは－ 

                                                     

宮城一般労働組合が主催する 憲法行事講演会が 5 月 29 日雨の降る中 

シルバーセンターにて 18：30 から 51 名の参加で、行われました。 

                          講師は、宮城教育大学名誉教授の伊藤博義氏です。 

                          雇用不安や不況の時こそ、最低賃金を見直し、本当の意味での最低賃金制度 

が必要であり、社会保障の充実が必要であると話されました。また、最低賃金を 

引き上げず下げていく事は戦争への道となることなど、最低賃金制の沿革を踏 

まえながらお話いただけました。生存権保障について“すべて国民は、健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有す”この事は、国と自治体に責任があるこ

と・・最低賃金の引上げが、生活保護、雇用保険、公的年金、児童・障害・老人・

母子等の各社会福祉給付、介護・医療給付、中小零細企業・農漁民の自家労賃・

所得保障、下請工賃、非課税所得限度額等に波及効果があり、生存権保障（ナシ

ョナル・ミニマム）の基軸となることを話されました。また、伊藤先生は、「日 

本の最低賃金が、経営者への配慮が強かったことや最低賃金で働いている非正規労働者は主婦や学生などで主たる生計者ではないと 

思われていたことなどから極めて低く押さえられてきた」と指摘、そのうえで、不況だからこそ最賃の引き上げが必要。 

最賃の引き上げは労働者の生活だけでなく、その効果はさまざまな階層へ波及する」と労働総研の試算した経済波及効果の数字を 

示しながら、引き上げの重要性を訴えました。最賃運動の大切さを認識するとともに、憲法２５条で保障する人間らしい生活の実現 

のために政治を変えることの重要性を実感した講演会でした。 

 

  今年もやりました！ 
“僕らはみんな生きている・・・・” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 第 80回 メーデー 宮城県中央集会にて デコレーションの部で入賞しました ＞ 

今年は、最賃ソングに合わせトンボ・アメンボ・オケラ・ミツバチ・カエル・ミミズに扮し憲法 25条を守るためにも全国一律 

最低賃金 1,000円が必要なんだと訴えました。 

 

最低賃金ソングが出来ました！♪（替え歌作詞：宮城一般作成）メロディーは“手のひらを太陽に”  

  

一、僕らはみんな生きている 幸せ願って生きている    二、僕らはみんな 求めてる 全国一律最賃制・・・ 

僕らはみんなこまってる 最低賃金低すぎて・・・     僕らはみんな 求めてる だれでもどこでも千円を 

 

宮城の最賃は６５３円  まともな生活できやしない。   守って生かそう憲法２５条 みんなが幸せに生きたいから 

パートだって、派遣だって、アルバイトだって、      パートだって、派遣だって、アルバイトだって、 

みんな、みんな、生きていくのに 必死なんだ。      みんな、みんな、生きていくのに 必死なんだ 
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６月 14 日～２１日 ２００９年国民平和大行進 県内行進 

６月 20・21 日（土・日）全労連・全国一般女性センター10 周年総会 神奈川県三浦海岸 

６月 21 日（日） 第４９回宮城県母親大会 名取 

７月 25・26 日（土・日）第５５回日本母親大会 in 京都 

８月 7 日～９日（金～日）原水爆禁止２００９年世界大会 in 長崎 

 

 

 

★ 宮城県パート・臨時・派遣労働者連絡会 『春のパートのつどい＆第 7 回総会』   2009 年 4 月 11 日 
講談師の荒到無形さんによる“蟹工船”を聞くことが出来ました。講演後、がまんできない”モウーの牛さん姿で元気に 

パレードを行いました。 

★“許すな 派遣切り！”労働者派遣法を考える学習会  

                                                        『派遣法の抜本的改正を求めて』 弁護士 佐藤由紀子 
5 月 14 日 

 
 

                            上の図のように派遣法は、人扱いでなく物扱いされている。必要な時に必

要なスタッフまたは、必要な部品を必要な時にだけ必要な量だけ企業の要請

に応じ提供する労働者の「カンバン方式」・労働者の部品化となって景気の

調整弁とされてきました。このことは、人間としての尊厳が全くないという

ことなのです。そもそも派遣法は、専門性を持つ競争力のある強い労働者で

常用の代替にはならない存在だったのです。1999年に原則自由化が進み 2003

年に製造業などに拡大し、派遣労働者が急増していったのです。そして現在

のネットカフェ難民・ワーキング・プアと言われる若者や労働者がつくられ

たのです。今後は派遣労働者保護法とするべきと結ばれました。 

 

 

★全労連主催『5・15/人勧デ－』では早朝駅頭宣伝、東京の厚生労働省前行動、経済団体・業界団体要請、労働者委員要請、 

省庁要請、国会議員要請等を展開しました。厚生労働省前行動で宮城一般委員長の訴えを行いました。その後、議員会館に行き最

低賃金全国一律 1,000 円の必要性を直接、国会議員会館の扉を叩き要請をしてきました。 

 

 
 

 

《 第５５回日本母親大会 in 京都  》 ７月 25・26 日（土・日） 
子どもたちの未来、私たち自身のしあわせ そして、平和な日本と未来めざし 世代をこえて、北から 

南から日本母親大会に集まりましょう！ 

1 日目：全体会 12：00～16：30 京都府立体育館 

＜記念講演＞ 有馬頼底さん（京都佛教会理事長・臨済宗相園寺派管長・金閣寺・銀閣寺住職） 

『いのちの輝き それは平和であればこそ』 
 

2 日目：分科会 10：00～15：00 立命館大学 衣笠キャンパス 

● 子ども・教育、福祉・くらし・権利、平和・民主主義、女性の地位向上、母親運動を進める 

ために、などの分科会、シンポ、講演、特別講座、特別企画、見学分科会などの 43 のテーマー 

で話し合います。 

＊ぜひ、参加してみたい方は、宮城一般の菅野までご連絡下さい！ ☎ 293-3267 
 

《 原水爆禁止２００９年世界大会 》in 長崎 8 月 7 日（金）～9 日（日） 

2009 年世界大会メインテーマー“核兵器のない平和で公正なせかいを” 
      ●分科会、動く分科会、国際交流フォーラム「核兵器のない世界を-政府とＮＧＯの対話」 

＊宮城県内国民平和行進に参加し、世界大会に参加してみたい方は、宮城一般の菅野まで 

ご連絡下さい！ ☎ 293-3267 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者 

派遣元 派遣先 

労働契約 

商取引 

労働契約が存在しない 

物件費としての契約 

参加しましょう！ 
 

今後の日程 

 

参加しました！ 
 


